
狩
猟
の
練
武
牲
と
ウ
サ
ギ
狩
り
の
作
法

第
一
章

狩
猟
に
み
る
練
武
性

猪
、
鹿
、
熊
な
ど
の
大
形
野
生
獣
を
弓
矢
、
境
、
万
、
鉄
抱
で
捕
獲
す
る
こ
と

は
、
武
士
の
戦
闘
と
同
じ
様
相
を
呈
し
た
。
相
手
を
探
索
、
追
跡
し
、
ま
た
相
手

に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
隠
れ
た
り
、
属
し
た
り
し
て
、
相
手
に
接
近
す
る
や
果

敢
に
挑
み
、
殺
蕩
す
る
。
時
に
は
殺
蕩
さ
れ
る
。
ま
さ
に
狩
法
は
兵
法
で
島
る
か

ら
、
武
士
は
平
和
時
に
は
狩
猟
を
し
て
技
を
磨
い
た
。

『
吾
妻
鏡
』
(
十
一
二
)
に
は
、
建
久
四
年
(
一

り
、
頼
朝
が
駿
河
田
富
士
野
の
狩
場
で
家
臣
と
と
も
に
「
侮
狩
一
を
し
た
時
の
様

子
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
「
射
手
等
面
々
顕
レ
芸
」
と
あ
り
、
武
士
達
は
技
を

競
い
合
っ
た
。
狩
場
は
「
莫
レ
不
二
風
レ
毛
雨
一
レ
血
」
、
つ
ま
り
鳥
獣
の
毛
や
血
が
風

雨
の
よ
う
に
舞
い
散
る
状
況
だ
っ
た
。
こ
の
時
、
無
双
の
大
鹿
一
一
頭
が
騎
乗
の
頼

朝
の
面
前
に
走
り
出
た
。
頼
朝
の
左
方
に
い
た
工
義
正
司
旦
忠
弘
ん
は
、
「
此
毘
者
景

光
分
車
」
と
い
っ
て
、
射
取
す
る
こ
と
を
頼
朝
に
願
い
出
て
許
可
さ
れ
た
。
景
光

で
あ
り
、
一
同
は
彼
の
弓
射
の
街
に
見
入
っ
た
。
お
手
並
拝

と
こ
ろ
が
一
矢
目
は
当
ら
ず
、
麗
は
逃
げ
、
景
光

一
九
二
一
)
五
月
二
十
七
日
未
明
よ

は
「
究
寛
之
射
手
」

見
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

赤

光

男

田

立
馬
に
鞭
打
っ
て
追
い
か
け
、
二
三
矢
を
放
っ
た
が
当
ら
ず
、

中
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
旦
忠
光
は
弓
を
棄
て
、
す
っ
か
り
落
胆
し
た
。
十
一
議
よ

り
狩
猟
を
業
と
し
て
七
旬
余
に
も
な
っ
た
が
、
今
ま
で
弓
で
獲
物
を
得
な
い
こ
と

は
決
し
て
な
か
っ
た
。
こ
の
寵
は
山
神
の
乗
り
物
に
ち
が
い
な
い
と
述
懐
し
、
奇

異
の
思
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
や
が
て
夕
暮
の
鐘
が
鳴
る
頃
に
景
光
は
発
病
し

た
。
「
託
事
尤
怪
異
也
」
の
心
境
と
な
り
、
狩
を
や
め
て
還
御
す
べ
き
か
否
か
の
評

議
と
な
り
、
宿
老
た
ち
が
帰
る
、
べ
き
で
は
な
く
、
明
日
よ
り
「
巻
狩
」
を
す
、
べ
き

だ
と
進
言
し
た
。

つ
い
に
麗
は
山
の
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武
士
た
ち
は
自
己
の
名
誉
に
か
け
て
獲
物
を
捕
る
た
め
に
奮
闘
し
た
。
将
軍
の

「
御
狩
」
に
際
し
て
、
御
家
人
た
ち
は
主
君
に
技
師
刊
を
披
露
し
、
結
栗
次
第
で
は

恩
賞
に
あ
ず
か
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
工
義
景
光
は
右
の
よ
う
に
恥
を
か
く
結
果

と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
非
常
的
戦
い
の
場
で
、
矢
が
当
ら
ず
逃
走
し

た
大
鹿
を
山
の
神
の
乗
り
物
と
見
な
す
宗
教
的
患
惟
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に
注
自
す
べ
き
点
が
あ
る
。
大
麗
が
逃
げ
、
射
手
は
発
病
す
る
と
い
う
「
怪
異
」

な
現
象
に
、
不
吉
な
予
兆
を
感
じ
と
る
御
家
人
た
ち
が
い
た
わ
け
で
あ
り
、
い
か

に
鎌
倉
御
家
人
と
い
え
ど
も
、
山
の
神
の
崇
り
を
無
現
す
る
状
況
で
は
な
か
っ
た

こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
狩
に
お
け
る
不
安
を
鎮
め
る
た
め
に
、
山
の
神



に
餅
な
ど
を
供
え
て
祈
る
矢
口
祭
を
鎌
倉
時
代
の
武
家
は
実
行
し
て
い
る
。

不
吉
な
予
兆
は
適
中
し
た
。
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
と
、
翌
二
十
八
百
夜
、
富
土
野

す

け

な

り

と

き

む

ね

す

け

つ

ね

の
狩
場
で
、
曽
我
十
郎
祐
成
と
五
郎
時
致
兄
弟
が
父
の
宿
敵
工
藤
左
衛
門
尉
祐
経

を
襲
っ
て
殺
し
、
大
騒
動
と
な
り
、
多
く
の
死
傷
者
が
出
て
、
結
成
は
討
た
れ
て

死
に
、
時
致
は
捕
え
ら
れ
た
。
翌
二
十
九
日
、
頼
朝
は
時
致
を
引
見
し
、
夜
討
の

宿
音
却
を
尋
問
し
、
か
つ
兄
祐
成
の
頭
を
見
せ
て
間
違
い
な
い
か
を
間
い
、
や
が
て

時
致
に
長
言
の
飛
を
命
じ
た
。
こ
れ
が
世
に
い
う
曽
我
兄
弟
に
よ
る
仇
討
事
件

で
あ
る
。
ま
さ
に
富
士
野
の
狩
場
は
人
狩
場
と
な
っ
た
。
曽
我
兄
弟
の
父
祐
泰

(
誌
通
)
も
安
一
五
二
年
(
一

一
七
六
)
十
月
、
伊
豆
実
狩
場
で
は
か
ら
ず
も
矢
に

当
っ
て
落
命
し
た
。
こ
れ
は
工
藤
祐
経
の
仕
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
成
人
後
に

知
っ
た
曽
我
兄
弟
は
、
狩
の
あ
る
た
び
に
御
供
の
輩
に
交
わ
っ
て
祐
経
の
隙
を
う

か
が
っ
て
い
た
と
い
う
。
鳥
獣
を
捕
獲
す
る
目
的
が
、

る
目
的
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
狩
猟
の
も
つ
戦
事
性
の
典
型
例
が
看
取
さ
れ
よ
う
。

人
聞
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
怨
一
室
、
御
霊
観
は
、
鳥
獣
を
殺
す
こ
と
に

一
転
す
る
と
人
を
殺
害
す

よ
っ
て
生
じ
る
怨
霊
、
御
霊
観
よ
り
、

は
る
か
に
強
く
出
る
こ
と
は
ム
自
明
で
あ

り
、
山
の
神
祭
り
以
上
の
鄭
重
な
入
居
量
供
養
が
敵
味
方
と
も
に
催
さ
れ
る
こ
と
と

工
つ
こ
。

4
/

争
i

近
世
の
武
家
の
狩
猟
に
お
け
る
練
武
性
を
見
ょ
う
。
律
川
秀
忠
が
-
一
河
国
大
山

で
猪
狩
り
を
し
た
時
の
状
況
に
つ
い
て
、
『
明
良
洪
範
』
(
続
編
十
)
は
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
軍
事
大
演
習
の
観
を
呈
し
て
い
た
。

慶
長
十
五
年
正
月
末
之
頃
、
将
軍
秀
忠
公
御
猪
狩
ト
シ
テ
、
三
州
へ
御
動
座

ア
リ
、
戸
田
国
幡
守
韻
知
田
原
ノ
城
へ
入
ラ
セ
ラ
レ
、
同
所
大
山
ニ
テ
御
狩

コ
レ
有
、
此
所
ハ
三
方
ハ
海
也
、
大
山
ヲ
平
押
ニ
シ
テ
チ
ゴ
島
ト
一
五
所
へ
鹿

ヲ
追
入
、
高
山
ノ
上
ニ
将
軍
家
指
産
ナ
リ
、
此
震
ノ
勢
子
大
将
一
一
ハ
土
井
大

炊
頭
、
井
伊
掃
部
頭
商
人
仰
付
ラ
レ
、
右
左
一
一
分
レ
テ
下
知
ヲ
ナ
ス
、
総
勢

子
ハ
コ
一
ヶ
国
ノ
百
姓
出
候
テ
、

一
一
一
司
前
ヨ
リ
狩
出
シ
下
押
ヲ
致
シ
、
其
上
ヲ

六
万
余
一
一
テ
左
右
ノ
海
ヲ
境
ト
シ
テ
、
高
山
ヨ
リ
両
ノ
原
海
際
迄
取
切
、
太

鼓
ニ
テ
一
手
一
手
ノ
馬
印
ヲ
持
セ
、
勢
子
頭
ド
モ
御
使
番
御
日
付
衆
ハ
、
東

西
ノ
中
一
一
里
三
里
ノ
間
ヲ
、
馬
ニ
テ
乗
廻
り
下
知
ヲ
伝
へ
、
凡
生
類
ヲ
パ
残

ラ
ズ
得
ン
ト
ノ
構
ヘ
也
、
(
中
略
)
扱
猪
麗
ノ
事
ハ
申
ニ
及
パ
ズ
、
兎
張
ノ
類

ニ
至
ル
迄
、
残
ラ
ズ
チ
ゴ
島
へ
追
入
、
四
方
ヲ
取
廻
シ
、
海
手
ハ
船
ヲ
懸
並

べ
置
候
テ
、
洩
出
ベ
キ
様
モ
ナ
シ
、
将
軍
家
一
一
ハ
御
馬
上
一
一
テ
鉄
抱
或
ハ
弓

モ
テ
遊
バ
サ
レ
、
御
獲
物
多
カ
リ
シ
、
其
後
何
レ
モ
入
込
、
思
ヒ
思
ヒ
ノ
得

物
ヲ
以
テ
働
キ
タ
リ
、

慶
長
十
五
年
(
一
六
一

O
)
正
月
末
に
、
秀
忠
は
戸
田
尊
次
が
領
知
す
る
三
河

国
田
原
藩
の
拠
城
田
原
域
(
現
愛
知
県
渥
美
郡
田
原
町
)
に
入
り
、
大
山
(
現
同

郡
渥
美
町
)
一
帯
で
巻
狩
り
を
し
た
。
秀
忠
は
時
に
三
十
一
歳
、
将
軍
職
に
就
い

て
五
年
目
の
早
春
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
狩
場
の
風
景
は
ま
さ
に
戦
場
の
風
景
で

あ
る
。
高
山
か
ら
狩
場
の
状
況
を
見
守
る
秀
忠
、
二
手
に
分
か
れ
て
狩
場
の
指
揮

を
す
る
土
井
、
井
伊
再
名
の
勢
子
大
将
、
さ
ら
に
勢
子
頭
、
下
知
を
伝
え
る
御
呂

付
衆
、
下
押
し
を
す
る
二
一
カ
国
の
百
姓
か
ら
な
る
勢
子
、
上
押
し
を
す
る
六
万
余
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の
家
臣
司
と
、

そ
の
所
在
を
標
示
す
る
馬
印
は
、
ま
さ
に
大
軍
団
の
講
成
を
一
不
す

こ
れ
ら
大
軍
団
が
チ
ゴ
島
へ
猪
、
鹿
、
兎
、
狐
な
ど
を
追
い
込

も
の
で
あ
り
、

一
方
海
に
逃
げ
込
ま
な
い
よ
う
に
海
上
を
船
で
固
め
、
こ
の
状
況
下
で
秀
忠

は
鉄
砲
や
弓
で
獲
物
を
射
取
し
、
他
の
者
も
そ
の
後
こ
れ
に
従
い
、
獲
物
を
得
た

みと
い
う
。

右
に
み
る
よ
う
な
大
が
か
り
な
狩
猟
は
、
戦
事
の
様
梧
を
呈
し
た
。

そ
武
家
の
狩
誌
は
軍
事
訓
練
の
意
味
を
持
っ
た
。
民
間
の
猟
部
に
も
、

だ
か
ら
こ

と
く
に
巻



狩
り
の
場
合
は
武
家
の
戦
法
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
。
猟
師
の
惣

市
定
綱
と
思
わ
れ
る
人
物
が
、
正
保
年
間
(
一
六
四
回

1
四
八
)
頃
に
記
し
た

『
猪
狩
古
秘
伝
』
に
は
、
狩
法
と
戦
法
の
同
一
一
性
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

む
か
し
問
中
嶋
合
戦
の
時
、
越
後
の
ト
ム
杉
謙
信
西
篠
山
に
陣
取
給
ひ
、
甲
斐

の
武
田
信
玄
は
海
津
に
居
て
敵
陣
の
気
ば
か
り
、
海
津
の
勢
を
二
夕
子
に
分

け
一
手
は
酉
築
山
へ
向
け
給
ふ
、
批
勢
猪
が
り
の
業
と
同
し
、
比
勢
か
つ
て

も
ま
け
て
も
越
後
へ
退
く
べ
し
其
処
を
打
へ
し
、
信
玄
旗
本
の
勢
を
N
M

て
越

後
の
き
口
の
道
へ
向
ふ
、
是
れ
各
狩
山
の
手
立
に
叶
ひ
た
り
。

上
杉
軍
を
二
手
に
分
か
れ
て
攻
め
た
武
田
軍
の
戦
法
は
、
猪
狩
り
の
狩
法
と
同

じ
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
軍
の
戦
法
に
は
軍
師
が
い
て
、
相
手
の
陣
地
、

丘ハ

さ
ら
に
心
理
な
ど
を
総
合
し
て
戦
略
を
練
っ
た
が
、
狩
法
も
こ

れ
に
似
た
作
戦
を
猟
師
が
企
て
た
。
こ
と
に
大
形
野
性
獣
の
捕
獲
に
は
、
山
の
宗

教
的
戒
津
を
薮
守
す
る
と
と
も
に
、
ス
カ
り
の
采
配
の
も
と
、
俊
敏
な
連
帯
行
動

力
、
道
、
天
候
、

を
し
た
こ
と
誌
い
う
ま
で
も
な
い
。

で
は
、
小
形
野
性
獣
の
ウ
サ
ギ
狩
り
に
、
ど
の
程
度
の
練
武
牲
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
る
前
に
、
ま
ず
ウ
サ
ギ
狩
り
を
名
目
に
し
て

行
わ
れ
た
軍
事
訓
練
を
見
て
お
こ
う
。
平
戸
藩
主
松
浦
清
山
著
の

に
は
長
崎
奉
行
が
文
政
一
瓦
年
(
一
八
一
八
)
九
、
十
月
頃
か
ら
始

『
甲
子
夜
話
』

(
巻
六
十
四
)

め
た
と
い
う
「
兎
狩
行
列
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

五
六
年
前
か
、
平
戸
よ
り
珍
し
け
れ
ば
と
て
、

呈
せ
し
小
冊
あ
り
。
こ
れ
長

崎
に
於
て
兎
狩
と
て
、
人
数
押
を
行
ひ
た
り
し
事
な
り
。
こ
の
語
、
蛮
賊
の

不
虞
の
備
を
移
る
為
と
ぞ
開
へ
し
。
比
行

こ
れ
は
交
代
の
項
な
り
し
と
覚
ゆ
れ

港
内
に
て
騒
し
事
あ
り
し
よ
り
、

則
刈
室
田
の
中
に
埼
芦
両
人
と
も
見
ゆ
。

ど
、
是
亦
今
誰
な
り
し
や
忘
れ
た
り
。

文
中
、
蛮
裁
が
港
内
に
入
っ
て
騒
が
せ
た
事
件
と
は
、

文
化
五
年
(
一
八

O

八
)
八
月
に
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
フ
ェ
i
ト
ン
号
が
オ
ラ
ン
ダ
船
を
金
子
局
す
る
日
的
で

長
崎
港
に
侵
入
し
、
捜
索
を
し
、
江
戸
幕
府
を
動
揺
さ
せ
た
フ
ェ
i
ト
ン
号
事
件

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
長
崎
奉
行
の
松
平
康
英
は
白
刃
、
佐
賀
藩
主
鍋
島

斉
直
は
逼
塞
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
事
件
後
、
海
岸
警
備
が
重
視
さ
れ
、
長
時
奉
行

所
に
お
い
て
も
軍
事
訓
練
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
一
つ
が
、
「
兎
狩
行

列
」
で
あ
っ
た
。
『
甲
子
夜
話
』
は
行
列
の
順
番
を
詳
記
し
た
最
末
尾
に

一一「

追

加
」
と
し
て

或
人
目
。
こ
の
事
の
始
て
あ
り
し
は
文
政
一
疋
年
九
十
月
の
頃
な
り
し
。
其
と

き
の
崎
戸
は
筒
井
泉
州
に
て
、
間
宮
筑
州
初
交
代
の
詩
と
云
。
爾
後
、
毎
年

く

わ

せ

ん

ば

九
月
下
旬
と
に
こ
れ
を
為
す
。
場
は
田
上
火
箭
場
と
ぷ
所
な
る

一
一
月
中
旬
、

よ
し
。
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と
述
べ
て
い
る
。

い
ん

「
埼
弄
」
と
は
長
崎
奉
行
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
記
事
に
従
う

と

フ
ェ
i
ト
ン
号
事
件
の
十
年
後
に

一
z

兎
狩
行
列
」
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
な

九
月
の
二
度
、
火
語
場
す
な
わ
ち
藍
船
に
対
し
て
告
号
用
の
火

具
で
あ
る
火
箭
を
打
ち
上
げ
る
場
所
一
帯
で
「
兎
狩
行
列
」
が
行
わ
れ
た
。
「
人
数

る。

一
年
に
二
、

「
兎
狩
行
列
」

一
不
威
行
進
で
あ
っ
た
。

は
二
列
に
防
隊
列
を
組
み
、
そ
の
先
頭
に
は
猟
師
六
十
人
が
進
ん

そ
の
後
に
猟
師
十
人
、
さ
ら
に
各
自
鉄
抱

押
」
と
あ
る
か
ら
、

だ
。
次
に
二
一
カ
村
庄
屋
と
小
者
三
人
、

を
持
っ
た
備
打
懸
り
門
人
十
二
人
と
続
き
、
以
下
多
種
多
様
の
持
物
を
も
っ
た
者

が
行
進
し
た
。
特
に
注
目
さ
れ
る
も
の
は
大
筒
持
十
八
人
、
持
筒
侍
二
十
六
人
、

槍
十
人
、
弓
四
人
と
い
う
武
具
を
持
っ
た
者
の
存
在
で
あ
り
、
さ
ら
に
長
崎
奉
行

二
人
、
遠
見
方
触
頭
一
人
、
遠
見
番
十
人
、
船
番
筆
頭
一
人
、
船
番
八
人
な
ど
、

奉
行
や
海
上
警
錆
役
人
が
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
行
列
の
総
勢
は
四
百
人
余



に
の
ぼ
る
。
大
筒
や
持
簡
を
律
う
こ
の
行
列
は
、

た
し
か
に
猟
師
を
先
頭
に
配
置

し
て
兎
狩
り
に
見
せ
か
け
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
本
質
は
異
国
船
来
航
に
対
す

る
海
防
調
練
で
あ
っ
た
。
猟
師
は
近
村
か
ら
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ

単
に
兎
狩
り
に
見
せ
か
け
て
参
加
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く

い
ざ
と

な
れ
ば
戦
闘
部
隊
に
編
入
さ
れ
る
可
龍
性
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
軍
事
訴
練
に
お
い
て
、
な
、
ぜ
ウ
サ
ギ
と
い
う
小
動
物
を
ひ
き
あ
い
に
出
し

て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
兎
狩
行
列
」
と
誌
、
ぜ
銘
打
っ
た
の
か
。
猪
狩
り
や
琵
狩
り

と
い
っ
た
方
が
軍
事
訓
練
に
は
ふ
さ
わ
し
い
と
患
わ
れ
る
が
、
実
は
こ
れ
に
は
理

そ
れ
は
「
兎
兵
法
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
安
永
一
五
年
(
一
七
七

一
一
)
編
の
『
翁
草
』
(
巻
之
五
八
・
司
本
随
筆
大
成
三
期
お
)
に
は
、
「
兎
兵
法
の

由
が
あ
っ
た
。

事
」
の
項
に

板
倉
周
防
守
の
言
に
、
世
間
に
う
さ
ぎ
兵
法
と
て
、
敵
に
逢
ぬ
先
に
、

と
や

か
く
と
工
夫
し
、
其
事
を
積
る
を
あ
し
き
と
一
五
へ
ど
も
、
必
ず
う
さ
ぎ
兵
法

が
能
な
り
、
子
紹
は
上
震
に
参
り
た
る
は
知
此
す
べ
し
、
御
奉
公
持
を
被
停

付
法
斯
く
、
自
ら
の
政
道
は
斯
く
す
べ
き
と
、
常
に
兎
兵
法
を
遣
ふ
事
尤
な

り
、
兎
兵
法
な
ら
ず
ば
、
実
の
時
役
に
立
べ
か
ら
ず
、
是
を
悪
敷
と
て
、
何

も
覚
悟
せ
ぬ
よ
り
は
増
な
り
、
随
分
汝
ら
、

う
さ
、
ぎ
兵
法
を
遣
べ
し
と
な

り

と
記
し
て
い
る
。
「
兎
兵
法
」
と
は
「
敵
に
逢
ぬ
先
に
、
と
や
か
く
と
工
夫
」
す
る

こ
と
で
、
あ
る
状
況
を
想
定
し
て
計
画
を
練
る
意
味
に
使
用
さ
れ
る

c

そ
の
こ
と

か
ら
無
益
な
謀
略
と
し
て
世
間
に
は
批
判
さ
れ
が
ち
で
島
る
が
、
板
倉
罵
訪
守

は
、
「
兎
兵
法
」
を
取
ら
な
け
れ
ば
、
実
の
時
に
役
に
立
た
な
い
、
日
頃
か
ら
「
兎

兵
法
」
を
遣
う
こ
と
が
大
詰
だ
と
述
べ
た
と
記
す
。
「
不
震
の
錆
を
諺
る
為
」
に
始

め
ら
れ
た

「
兎
狩
行
列
」

を
地
で
行
く
も
の
だ
っ
た
。

「
兎
兵
法
」

は
、
ま
さ
に

こ
の
こ
と
か
ら
、
「
兎
兵
法
」
と
い
う
用
語
が
「
兎
狩
行
列
」
の
名
称
を
生
ん
だ
こ

と
は
確
実
で
あ
る
が
、
猟
師
た
ち
が
多
数
参
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

世
間
に
は
ウ
サ
ギ
狩
り
と
見
せ
か
け
て
編
成
さ
れ
た
縁
列
と
い
え
よ
う
。

隣
り
の
熊
本
で
は
侶
藩
時
代
よ
り
続
い
た
ウ
サ
ギ
狩
り
が
大
正
初
期
ま
で
存
続

し
、
特
に
練
武
的
性
格
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
県
裕
画
報
』
は

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
ウ
サ
ギ
狩
り
の
一
一
団
は
学
堂
の
生
徒
、
武
術
の
門
弟

子
連
、
郷
党
毘
の
青
年
が
そ
れ
ぞ
れ
に
結
成
し
、
独
自
に
実
行
す
る
。
時
期
は
冬

よ
り
春
初
に
か
け
て
で
あ
り
、
早
朝
よ
り
出
発
し
、
郊
外
や
三
、

五
里
の
山
野
に

入
り
、
朝
日
が
出
る
頃
に
幅
六
尺
、
長
さ
五
、
六
十
間
余
の
麻
糸
製
の
捕
獲
網
を

山
中
を
縦
断
す
る
か
、
山
頂
の
方
へ
横
に
な
る
形
に
数
町
も
張
り
ま
わ
し
、
三
、

四
十
間
ご
と
に
十
二
、
三
歳
の
年
少
者
を
網
番
と
し
て
置
く
。
準
備
が
整
う
と
、

一
、
二
関
間
隔
の
距
離
を
取
っ
て
大
勢
の
勢
子
達
が
ト
キ
の
声
を
品
、
げ
て
山
中
を

足
踏
み
し
、
声
を
枯
ら
し
な
が
ら
一
士
直
線
あ
る
い
辻
回
線
的
に
追
進
し
、
「
全
山

樹
は
動
き
声
は
満
ち
、
足
諮
み
の
為
め
反
響
を
発
し
、
壮
快
限
り
な
し
」
の
状
況

や
ぶ
く
ぐ

と
な
り
、
全
山
震
揺
す
る
。
そ
の
装
束
は
、
一
頭
に
は
「
薮
潜
り
」
と
啓
す
る
丸
形

の
語
草
笠
、
体
に
は
武
街
の
稽
古
衣
に
丸
笥
の
種
吉
袴
、
足
に
は
脚
詐
に
草
桂
、

大
小
の
万
は
背
か
腹
に
結
び
つ
け
る
。
ウ
サ
ギ
を
発
見
す
る
と
、
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「
出
た
ぞ
出
た

ぞ
一
の
大
戸
を
あ
げ
、
十
数
頭
の
獲
物
を
得
る
ま
で
何
度
も
く
り
か
え
し
て
追

ま
ず
ウ
サ
ギ
の
鼻

う
。
獲
物
が
あ
る
と
、

カ
チ
ド
キ
の
声
を
三
度
あ
げ
て
祝
う
。

端
を
切
り
取
っ
て
山
神
に
供
え
る
。
ウ
サ
ギ
、
山
鳥
、
雑
は
手
で
っ
か
ま
え
て
殺

し
、
狐
、
狸
は
万
で
刺
殺
す
る
。
も
し
逆
に
ウ
サ
ギ
を
万
で
斬
り
、
狸
を
措
え
よ

う
と
し
て
傷
を
負
っ
た
者
は
期
笑
靭
罵
を
う
け
、
ま
た
網
に
か
か
っ
た
獲
物
を
逃

ヲ
ガ

i
タ
」
と
連
唱
し
て
期
罵
さ
れ
る
。

が
し
た
者
は

「
ヲ
ガ

l
タ

「
ヲ
ガ

i

タ
」
と
は

「
拝
ん
だ
」
す
な
わ
ち
狐
狸
な
ど
が
逃
げ
て
く
れ
る
よ
う
に
と
、
恐
怖



心
の
あ
ま
り
手
を
合
せ
て
拝
ん
だ
こ
と
を
意
味
す
る
。
実
際
合
掌
す
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
度
胞
の
な
い
者
を
瑚
笑
す
る
一
一
一
一
口
葉
と
し
て
援
用
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら

「
死
を
決
し
て
も
獲
取
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
の
観
念
稚
心
に
講
ち
た
り
」
の
状
況

と
な
っ
た
。
こ
の
報
告
者
は
二
夏
に
二
頭
の
ウ
サ
ギ
が
絹
に
か
か
っ
た
特
に
、

兎
法
藤
下
に
敷
い
て
殺
し
、
一
兎
は
手
で
拒
殺
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
猟
が
終
了

や

ひ

し
て
帰
府
す
る
と
、
学
堂
や
先
輩
の
家
で
「
矢
関
ら
き
一
の
宴
を
す
る
。
米
銭
を

集
め
、
一
切
婦
女
の
手
を
か
り
ず
に
調
理
す
る
。
獲
物
は
骨
皮
に
至
る
ま
で
叩
き

つ
ぶ
し
て
、
こ
れ
に
大
根
、
豆
腐
、
菜
読
を
ま
ぜ
て
煮
、
陣
鍋
に
入
れ
て
円
座
の

中
央
に
置
き
、
競
っ
て
飽
食
す
る
。
帰
府
後
数
日
間
は
「
某
は
聞
な
り
某
は
弱
な

り
」
な
ど
と
評
定
さ
れ
た
。
「
此
狩
猟
法
は
青
年
練
武
養
体
の
為
め
案
出
し
た
る

も
の
に
て
、
今
や
僅
か
に
其
形
を
存
す
る
む
み
」
で
あ
っ
た
が
、
担
藩
時
代
に
は

藩
主
の
子
男
が
兄
弟
両
大
将
と
な
り
東
西
に
分
か
れ
て
、
数
百
わ
青
年
践
を
引
率

し
、
猟
を
競
い
、
ま
た
藩
士
の
各
党
毘
、
文
武
の
再
開
け
弟
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
に
山

を
し
た
。

野
に
数
日
間
寵
っ
て
猟
を
す
る
「
野
宿
兎
狩
」

以
上
が
『
風
俗
画
報
』

に
記
さ
れ
た
熊
本
の
ウ
サ
ギ
狩
り
の
要
点
で
あ
る
。
若

者
の
精
神
や
身
体
を
錬
え
る
た
め
に
旧
藩
時
代
か
ら
続
い
て
き
た
網
に
よ
る
ウ
サ

ギ
狩
り
の
実
態
で
あ
り
、
こ
の
狩
猟
の
中
に
は
山
神
登
り
や
矢
開
き
(
矢
口
祭
)

と
い
う
伝
統
的
儀
礼
や
狩
猟
の
規
法
が
如
実
に
一
不
さ
れ
て
お
り
、
若
者
の
教
育
に

大
い
な
る
効
果
を
あ
げ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
絹
に
掛
か
っ
た
鳥
獣
を
殺
す
恐
怖

心
、
山
野
を
鼓
渉
す
る
苦
痛
、
失
敗
す
る
と
鞍
笑
噌
罵
さ
れ
る
屈
辱
な
ど
を
乗
り

越
え
て
、
持
鍋
を
つ
つ
く
楽
し
み
は
ま
た
格
加
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
学
校
の
生
徒

や
村
の
青
年
(
若
者
組
)
が
こ
の
よ
う
な
ウ
サ
ギ
狩
り
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
注

自
さ
れ
る
点
が
あ
る
。
文
部
省
唱
歌
の

「
故
郷
」

の
中
で
歌
わ
れ
る

一
う
さ
ぎ
追

い
し
伎
の
山
」

の
イ
メ

i
ジ
は
、

ま
さ
に
熊
本
で
見
ら
れ
た
ウ
サ
ギ
狩
り
の
惜
景

を
追
憶
す
る
よ
う
な
イ
メ

i
ジ
で
あ
っ
た
っ
ウ
サ
ギ
狩
り
で
錬
え
ら
れ
て
育
っ
た

若
者
が
、
都
会
に
出
て
故
郷
を
追
慕
す
る
時
に
浮
び
あ
が
る
の
は
、
父
母
に
も
似

山
河
で
の
同
居
と
の
協
力
同
心
的
行
動
で
あ
っ
た
。

た
山
河
と
、第

二
章

ウ
サ
ギ
狩
り
の
作
法

狩
猟
の
自
的

宝
永
四
年
(
一
七

O
七
)
記
の
『
狩
之
作
法
開
書
』
に
は
、
狩
猟
の
日
的
を
ト

カ
条
挙
げ
て
い
る
。

狩
に
十
を
の
主
怠
と
一
五
事
。

に
は
弓
を
習
、

二
つ
に
は
馬
を
習
、

p

降、

四
つ
に
は
人
を
し
る
、
五
つ
に
は
陳
を
習
、

L

ハ
つ
に
は
勇
気

一
つ
に
は
身
を
習

~ 

を
養
、

七
つ
に
は
地
形
を
し
る
、
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八
つ
に
は
武
具
を
た
す
く
、
九
つ
に
は
耕

作
を
守
、
卜
に
は
民
間
の
窪
哀
を
し
る
在
。
為
を
以
武
家
の
必
と
す
る
お
も

き
作
法
也
。

こ
の
狩
猟
目
的
十
カ
条
に
つ
い
て
、

同
書
は
さ
ら
に
詳
説
し
て
い
る

c

「
身
を

習
一
と
は
山
川
を
駆
け
て
狩
猟
し
、
身
体
の
鍛
諌
を
す
る
こ
と
、
「
馬
を
習
」
と
は

乗
馬
の
作
法
を
自
ら
も
知
ワ
、
馬
に
も
教
え
る
こ
と
、
「
弓
を
習
」
と
は
馬
土
で
の

弓
射
の
方
法
を
知
る
こ
と
、
「
人
を
し
る
」
と
は
狩
猟
に
出
て
、
こ
れ
に
集
ま
っ
た

(
陣
)

人
物
の
得
手
不
得
手
を
知
る
こ
と
、
「
陳
を
習
」
と
は
狩
小
屋
を
掛
け
、
人
数
を

配
置
す
る
こ
と
を
通
じ
て
軍
障
の
あ
り
方
を
知
る
こ
と
、

「
勇
気
を
養
」

と
は
集

国
で
弓
、
鉄
抱
、

只
、
太
鼓
を
鳴
ら
し
て
狩
猟
を
す
る
こ
と
を
通
じ
て
勇
気
を
養

う
こ
と
、
-
地
形
を
し
る
」
と
は
山
林
幽
谷
な
ど
を
狩
猟
し
て
ま
わ
り
、
地
理
を
知

る
こ
と
、
「
武
具
を
た
す
く
」
と
は
主
人
が
狩
猟
を
好
め
ば
、
諸
土
は
武
具
を
つ
く

ろ
っ
た
り
、
不
是
の
馬
鞍
を
舗
給
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
「
耕
作
を
守
」
と
は
狩



猟
に
よ
り
鳥
獣
害
を
防
ぎ
耕
作
を
守
り
、

そ
の
こ
と
は
獲
物
の
肉
が
入
を
養
い
、

毛
皮
は
武
具
と
も
な
る
こ
と
、
「
民
間
の
盛
衰
を
し
る
」
と
は
狩
猟
の
際
、
民
間
の

盛
衰
を
見
聞
し
、
政
道
に
生
か
す
こ
と
、
以
上
こ
れ
ら
が
武
家
の
重
要
な
狩
猟
日

的
で
あ
り
、
作
法
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
「
九
か
り
く
ら
は
武
事
の
肝
要
也
。

努
て
殺
生
を
好
鳥
獣
を
多
く
取
て
、
肉
食
を
む
さ
ぼ
る
為
に
は
あ
ら
ず
。
取
八
万
当

家
に
第
一
と
す
る
事
、
弓
馬
軍
礼
を
習
入
門
或
を
以
也
」
と
指
擁
す
る
。
身
体
を

鍛
え
、
弓
馬
の
術
を
務
得
し
、
式
事
に
備
え
る
た
め
の
狩
猟
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
そ
し
て
麗
の
狩
り
方
を
中
心
に
、
そ
の
作
法
を
詳
述
し
て
い
る
。
麗
狩
り
の

作
法
は
ま
さ
に
軍
事
作
法
を
意
味
し
た
。

同
書
に
記
さ
れ
た
狩
り
の
作
法
に
は
、
様
々
な
禁
忌
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。
狩
猟

の
凶

E
と
し
て
、

土
用
の
血
忌
日
、
場
目
、
滅
日
、
没
日
、
金
神
の
方
位
や
山
神

「
猟
せ
さ
る
時
節
の
事
。
鳥
獣

腹
立
日
、
死
魂
目
、
山
噂
日
、
返
報
日
、
さ
ら
に

の
苧
た
る
時
節
猟
せ
す
、
幼
獣
は
こ
ろ
さ
ず
、
ね
ぐ
ら
を
ば
驚
か
さ
ざ
る
も
の
な

り
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
猟
す
る
日
は
友
引
の
日
を
用
い
、
最
初
に
と
れ
た

「
し
斗
」
の
一
頭
を
友
民
の
方
に
向
け
る
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
猟
の
吉
凶
を
占

う
こ
と
も
な
さ
れ
た
。
「
打
伏
ま
な
板
あ
は
や
お
斗
こ
薬
師
小
寵
」
の
裂
が
あ
り
、

「
打
伏
」
と
は
出
現
し
た
患
を
全
て
打
ち
伏
せ
て
取
れ
る
自
の
こ
と
、
「
ま
な
板
一

と
辻
寵
が
沢
山
取
れ
て
何
度
も
マ
ナ
イ
タ
を
覆
っ
て
料
理
を
作
る
こ
と
が
出
来
る

ほ
ど
の
日
、
「
あ
は
や
」
と
は
危
な
い
日
で
取
れ
に
く
い
目
、
「
お
斗
こ
」
と
は
狐

兎
狸
な
ど
の
小
物
を
オ
オ
コ
(
負
子
)
で
荷
う
ほ
ど
取
れ
る
日
、
「
薬
師
」
と
は
悪

く
す
れ
ば
ケ
ガ
を
し
て
薬
師
な
ど
の
世
話
に
な
る
日
、
「
小
鹿
」
と
は
小
さ
い
シ

シ
J

ば
か
り
取
れ
、
大
シ
シ
は
取
れ
な
い
日
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
良
い
呂
、
悪

い
日
を
し
っ
か
り
と
見
定
め
て
嘉
獣
を
取
っ
た
わ
け
だ
が
、
乱
獲
を
訪
ぐ
精
神
が

如
実
に
読
み
と
れ
る
。

ま
た
山
神
祭
を
擢
し
て
山
神
に
費
を
供
し
た
。

山
獣
の
鳴
き
声
の
イ
メ

i
ジ
に
つ
い
て
猪
は

一
た
け
る
」
、
鹿
・
狐
は

な

く

山
犬
は

「

あ

を

る

」

、

猿

は

狸

は

ま
た
山
獣
が
山
よ
り
出
現
す
る
表
現
に
つ
い
て
、
狸
は

「
ほ
ゆ
る
」

兎
tま

「
う
そ
む
く
」
、

「
か
£
る
」
と
あ
る
。

犯
は

る
」
、
麗
は
「
か
さ
」
と
出
た
る
と
い
い
、
狼
山
犬
は
「
が
さ
と
出
た
る
」
、
兎
辻

「
ひ
よ
く
と
出
た
る
」
と
い
う
。
こ
の
内
、
ウ
サ
ギ
は
「
う
そ
む
く
」
す
な
わ
ち

「
ひ
ょ
く
」
す
な
わ
ち
ぴ
ょ
ん
と
飛
び
出
る
獣
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で

「
む
く
む
く
と
出
た
る
」
、
猪
は

「
む
く
と
出
た
る
」
、

「
が
さ
/
¥
と
出

崎
明
く
声
で
、

あ
っ
た
。
「
狩
と
言
は
毘
を
狩
に
限
り
た
る
」
と
述
べ
る
却
く
、
麗
狩
り
が
狩
り
の

「
外
の
物
」
と
か

本
分
と
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
鹿
よ
り
外
の
物
は

「
射
取
の

物
」
と
い
い
、
特
別
の
作
法
も
な
く
射
手
の
心
に
ま
か
せ
て
自
由
に
射
取
り
、
射

手
の
得
分
に
な
り
、
射
取
の
物
を
披
露
せ
よ
と
の
主
君
の
御
意
が
あ
る
以
外
は
、

御
前
に
出
さ
な
く
て
よ
か
っ
た
。
ま
た
兎
・
狸
・
狐
・
狼
、
務
な
ど
鹿
よ
り
先
に
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飛
び
出
し
て
き
た
も
の
は
、
向
に
よ
ら
ず
第
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら

一一寸

日目

置
の
物
」
と
も
い
っ
た
。

ウ
サ
ギ
山
緒
懸
け
の
作
法

ウ
サ
ギ
は

一
射
取
の
物
」

で
あ
り
、
自
由
に
射
手
の
得
分
と

な
っ
た
が
、
主
君
の
御
前
に
出
す
必
要
の
あ
る
と
き
は
、
特
別
の
懸
け
方
が
あ
っ

「
前
賓
の
物
」

た
。
『
狩
之
作
法
聞
書
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

一
、
兎
か
け
様
の
事
。
前
足
二
つ
共
に
後
足
の
間
に
は
さ
み
、
わ
り
葛
を
以

(
端
)

て
重
か
け
真
結
に
し
て
、
右
は
右
左
は
左
在
左
に
い
わ
へ
、
其
は
k
A

を
く
ひ

の
上
に
引
付
、
頭
を
足
に
は
さ
み
し
め
ょ
せ
、
元
首
に
て
真
結
に
し
て
、
手

一
束
聾
男
に
結
び
、
兎
の
耳
に
く
ら
へ
す
る
と
切
車
。

付
本L



割
葛
一
一
筋
に
て
懸
る
也
。
先
左
の
前
足
を
内
に
跡
足
を
外
に
し
て
打
違

へ
、
十
文
字
に
被
成
る
様
葛
一
筋
に
て
一
重
廻
し
て
真
結
に
し
て
、

又

右
の
前
足
を
も
内
に
跡
足
を
外
に
し
て
右
の
こ
と
く
真
結
に
し
て
、
同
似

両
方
の
葛
の
端
を
+
一
つ
宛
引
揃
て
、
左
の
方
の
葛
は
左
へ
、
右
の
方
は

右
へ
首
の
付
根
に
て
引
付
、
結
た
る
両
方
の
足
の
間
へ
首
を
入
て
、
両

方
の
暮
回
読
を
引
揃
へ
て
首
の
後
へ
真
結
に
し
て
、
掠
山
口
す
置
て
男
結

に
し
て
其
余
り
を
兎
の
耳
の
長
に
く
ら
べ
て
切
車
。

要
す
る
に
、
前
後
の
是
を
左
足
は
左
足
、
右
足
は
左
足
に
前
足
を
内
側
に
し
て

ま
む
す
び

二
一
筋
の
葛
皮
の
紐
で
各
々
結
び
つ
け
、
真
結
に
し
て
出
来
た
四
筋
の
紐
の
先
端

の
内
、
左
と
右
一
筋
づ
っ
計
二
筋
の
紐
を
首
の
付
根
に
ま
わ
し
て
結
び
、

さ
ら
に

そ
の
首
を
左
右
の
足
の
問
に
入
れ
て
引
き
寄
せ
、
尻
の
方
に
出
し
、
首
と
足
に
付

い
た
討
四
筋
の
紐
を
首
の
後
ろ
で
揃
え
て
結
び
、

そ
れ
よ
り
四
す
の
と
こ
ろ
を
男

結
に
し
、

さ
ら
に
耳
の
長
さ
に
経
を
残
し
て
切
る
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

回
す

の
長
さ
の
紐
の
部
分
が
輪
に
な
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
れ
を
木
に
掛
汁
る
。
こ
れ
が

ウ
サ
ギ
の
懸
け
方
だ
っ
た
c

ま
た
披
露
す
る
持
は
、

「
兎
狸
は
正
篇
を
む
か
ふ
に

し
て
手
に
持
て
懸
御
百
主
」
と
あ
る
如
く
、
背
筋
を
主
君
に
向
け
て
、
手
に
持
つ

て
御
自
に
か
け
る
よ
う
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
作
法
を
守
る
こ
と
が
狩
猟
の
本
分

と
さ
れ
た
。
『
狩
之
作
法
聞
書
』
は
、
ト
カ
条
の
狩
猟
目
的
を
掲
げ
、
こ
の
十
カ
条

を
守
る
こ
と
が

「
武
家
の
必
と
す
る
お
も
き
作
法
也
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

明
ら
か
に
武
家
の
間
で
の
狩
猟
の
手
本
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
狩
猟
を
す
る
際

に
多
く
の
作
法
、
形
式
を
重
視
し
て
い
る
の
は
、
こ
こ
に
狩
猟
道
と
も
い
う
べ
き

礼
法
の
道
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「
弓
馬
軍
礼
を
習
」
う

(
と
り
わ
け
、

こ
と
が
「
取
分
当
家
に
第
一
と
す
る
事
」
で
島
り
、
殺
生
を
し
、
肉
食
を
す
る

こ
と
が
狩
り
の
第
一
目
的
で
は
な
い
と
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
狩
猟
を
通
じ
て
の

弓
馬
軍
礼
の
修
得
が
も
っ
と
も
重
ん
じ
ら
れ
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
式
家
の
主

従
間
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
道
理
と
し
て
の
式
上
道
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
次

第
に
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
と
く
に
礼
儀
酉
に
お
い
て
は
、
室
町
時
代
に
足
利
村
将

軍
家
が
小
笠
原
流
の
故
実
を
採
り
入
れ
た
の
で
、
冠
婚
葬
祭
や
J
l
J

馬
の
術
が
小
笠

原
流
の
作
法
で
武
家
の
間
に
広
ま
っ
た
。
狩
猟
の
作
法
も
お
そ
ら
く
武
士
道
の
成

立
、
発
展
に
芹
っ
て
整
憶
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

武
家
は
確
鷹
狩
り
を
よ
く
し
た
。
放
鷹
と
か
鷹
野
と
も
呼
ば
れ
、
野
山
や
田
の
小

形
の
鳥
獣
を
聾
に
捕
獲
さ
せ
、
そ
の
護
物
は
一
定
の
作
法
で
結
び
、
か
つ
懸
け
、

鎗
答
品
と
も
し
た
。
伊
勢
貞
ょ
が
宝
暦
十
三
年
(
一
七
六
一
一
一
)
か
ら
天
明
内
宇

(
一
七
八
四
)
に
か
け
て
著
し
た
有
職
故
実
長
一
日
の
『
貞
丈
雑
一
記
』
(
配
五
)
に
は
、

「
鷹
飼
の
詞
に
、
山
の
物
と
一
五
は
、
雑
子
山
鳥
う
さ
ぎ
な
ど
の
事
也
、
田
の
物
と

云
は
、
雁
一
鴨
鶴
鵠
な
ど
の
類
を
一
ぶ
也
」
と
あ
り
、
鷹
が
山
で
捕
る
獲
物
を
「
山
の

物
一
、
田
で
捕
る
獲
物
を
「
田
の
物
」
と
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
山
の
物
を
藤
や

葛
で
結
ぶ
こ
と
を
「
山
結
二
田
の
物
を
縄
で
結
ぶ
こ
と
を
「
国
緒
」
と
い
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
文
政
四
年
(
一
八
・

4

二
か
ら
天
保
十
一
一

e

年
(
一
八
円
一
一
)
に
か

『
上
口
今
要
覧
稿
』
の
巻
第
四
八
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け
て
屋
代
弘
賢
を
中
心
に
編
纂
さ
れ
た

五
(
臥
一
特
一
一
)
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
司
書
の
「
兎
山
緒
」
の
項
に
辻
、

兎
に
も
山
緒
を
議
に
て
掛
る
、
こ
れ
は
大
震
元
襲
鵠
に
よ
り
て
掛
ゃ
う
雪
ひ

あ
り
掛
耕
一
位
一
一
瞬
欄
摘
ま
た
犬
の
挟
み
た
る
兎
の
掛
様
わ
ら
縄
に
て
国
緒
を
か
く

る
こ
と
鳥
に
お
な
じ
市
紘
一
政
岳
、

と
記
し
た
後
、
兎
の
山
緒
に
関
す
る
六
つ
の
書
籍
の
記
事
を
紹
介
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち小

倉
問
符
一
五
兎
結
事
如
何
容
五
、

う
さ
ぎ
結
ト
帯
広
秘
す
る
儀
な
り
、
結
び
ゃ

う
法
と
も
の
あ
し
の
ふ
し
よ
り
下
を
左
を
上
に
し
て
藤
を
一
幸
一
か
け
て
い
ほ



に
し
て
、
其
末
を
腹
の
か
た
よ
り
も
引
出
し
、
兎
の
く
ほ
ね
に
二
重
か
け
て

(

蛙

)

上
に
て
い
ほ
に
し
て
、
ま
た
三
す
ば
か
り
置
て
か
へ
る
投
に
ゆ
ひ
、
其
す
ゑ

を
兎
の
耳
の
長
さ
二
筋
に
し
て
き
る
な
り
、

又
耳
に
く
ら
べ
ぬ
と
き
手
一
束

に
き
る
事
も
島
り
、
狩
場
よ
り
為
レ
持
帰
る
に
は
、
裂
の
藤
に
て
く
ほ
お
の

ふ
ち
に
入
、
木
に
鮒
て
も
た
せ
る
な
り
、
木
の
さ
き
を
ば
と
も
の
あ
し
ゅ
び

の
関
に
入
る
な
り
、
余
所
へ
遺
る
に
は
木
を
ば
と
り
、
兎
ば
か
り
鳥
飼
を
上

に
し
て
遺
ふ
也
云
々

と
あ
る
。
ま
た

責
鷹
似
鳩
拙
抄
云
、
兎
の
山
緒
の
事
、
藤
に
て
四
え
だ
を
う
し
ろ
足
を
前
あ

し
の
あ
は
ひ
へ
入
て
左
の
足
の
か
た
に
て
と
む
べ
し
、
掛
様
は
二
巻
ま
き
て

志
ほ
り
む
す
び
に
結
び
て
上
を
ば
そ
ろ
へ
結
び
に
し
て
、
下
を
六
す
に
結
び

て
上
を
四
寸
に
き
る
べ
し
云
々

又
一
五
、
島
し
の
関
へ
頭
を
入
て
、
頭
と
あ
し
と
二
巻
ま
き
て
鳥
の
如
く
上
下

と
も
に
結
べ
し
、
前
足
は
後
是
の
外
に
成
べ
し
、
但
し
尻
を
か
く
す
と
て
、

(
克
直
属
U

又
せ
う
の
兎
は
鳥
の
如
く
に
む
す
び

跡
足
の
穴
へ
も
入
か
し
と
い
ふ
な
り
、

自
を
か
け
、
大
鷹
の
う
さ
ぎ
を
ば
頭
の
際
を
縄
結
に
す
べ
し
、
か
し
ら
と
あ

し
と
の
間
に
結
目
有
ベ
し
、
又
大
概
は
前
の
如
く
に
て
尻
足
の
ふ
し
の
上
ば

か
り
を
む
す
び
て
、

三

鷹

秘

伝

一
五
々
書
同
文

と
記
す
。
さ
ら
に

首
に
か
け
ず
し
て
も
掛
る
な
り
、

又
両
様
有
な
り

屋
代
越
中
守
秀
致
薫
書
云
、
兎
山
緒
の
か
け
様
、
四
足
を
く
み
合
、
か
ひ
か

た
の
前
え
だ
を
上
へ
な
る
援
に
組
て
二
重
廻
し
て
縄
頭
に
む
す
び
、
あ
ひ
を

四
寸
置
て
又
ふ
ち
む
す
び
、
は
し
を
二
寸
六
分
に
き
る
べ
し
、
是
は
い
づ
れ

〈

輯

概

念

)

を
も
押
揃
て
き
る
べ
し
、
是
は
兎
の
耳
と
く
わ
ん
ね
ん
た
る
べ
し
、
兎
の
頭

を
二
の
前
え
だ
の
間
へ
入
、
耳
を
龍
の
あ
し
に
か
け
、

両
方
へ
出
す
べ
し

と
記
す
。

ま
た

吉
田
多
右
衛
門
家
一
元
鷹
書
一
五
、
兎
の
か
け
様
、
後
あ
し
に
藤
を
か
け
て
、
捺

(
領
・
あ
ご
)

に
て
ひ
と
つ
む
す
び
、
お
と
が
ひ
の
下
へ
引
っ
け
鎖
、
際
を
二
重
一
廻
す
、
下

の
結
よ
り
六
寸
上
の
余
分
一
束
手
結
口
伝

又
一
五
、
犬
の
挟
み
た
る
兎
の
掛
様
わ
ら
縄
を
用
ゆ
、

回
緒
な
け
れ
ば
山
緒
な

り
云
々

と
あ
る
。
さ
ら
に

武
用
弁
略
云
、
兎
ニ
モ
山
緒
ア
り
、

口
伝
或
書
云
、

一
耳
ト
一
五
ハ
二
也

ツ
ノ
時
ハ
片
耳
ト
云
ト
一
五
々

と
一
記
し
、

ま
た

吉
良
家
伝
云
、
兎
掛
る
事
、
後
え
だ
を
結
、
頭
を
む
す
び
耳
の
中
を
ゆ
ふ
な

り
、
五
寸
五
分
に
結
ぶ
な
り
、
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二
つ
ふ
せ
に
き
る
べ
し

は
敏
妙
に
異
な
る
。
是
の
結
び

方
、
足
よ
り
頭
へ
の
緒
の
掛
け
方
、
す
な
わ
ち
胴
体
の
結
び
方
、
さ
ら
に
足
と
頭

と
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
書
に
み
ら
れ
る
「
兎
山
緒
」

と
の
結
び
方
、
山
緒
の
切
り
方
な
ど
に
関
し
て
仔
細
な
相
異
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
明
治
三
十
九
年
に
時
行
さ
れ
た
国
書
時
行
会
本
の
『
古
今
要
覧
稿
』

第
六
巻
に
は
、
原
本
に
あ
る
「
兎
山
緒
掛
菌
」
入
枚
が
全
て
省
略
さ
れ
て
お
り
、

右
の
記
述
だ
け
で
は
そ
の
詳
継
は
不
明
で
島
る
。
そ
こ
で
国
立
面
会
図
書
館
の
ご

厚
意
に
よ
り
、
再
結
油
所
蔑
『
写
本
吉
今
要
覧
橋
』
所
載
の
「
兎
山
緒
掛
図
」
(
後
掲

の
函

2
、
図
3
も
間
接
)
を
取
り
寄
せ
、
こ
こ
に
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ

が
図
ー
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
山
は
『
小
倉
問
答
』
の
記
事
、
∞
は
『
責
鷹
似
鳩
拙

抄
』
の
最
初
の
記
事
、
ゅ
は
同
書
の
次
の
記
事
、
凶

i
l
は
同
書
の
せ
う
(
兄

薦
)
が
捕
え
た
兎
に
つ
い
て
の
記
事
、
凶

i
2
は
同
書
の
大
鷹
が
捕
え
た
兎
に
つ



図 1 兎山緒掛図(国立国会図書龍蔵 F写本古今要覧稿j)
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い
て
の
記
事

白
山
主

門
家
sr
ん鷹金一円』

『
屋
代
越
中
守
秀
政
鷹
金
一
日
』
の
記
事
、
同
は

の
一
記
事
、
倒
は
『
占
良
山
本
伝
』
の
記
事
に
そ
れ
ぞ
れ
和
也
守
す
る
も

『
占
回
多
右
荷

の
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
内
、

兎
を
獣
と
み
な
し
た
本
格
的
な
結
び
方
(
接

は
山
、
お
と
み
な
し
た
結
び
々
は
出
が
典
型
例
と
い
え
よ
う
。

先
の
『
狩
之
作
法
開
書
』
は
弓
矢
に
よ
る
狩
猟
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ

け
L
M
)

り
、
震
狩
り
と
は
全
く
異
趣
で
あ
る
が
、

両
猟
法
と
も
山
で
待
た
ウ
サ
ギ
は
片
品
や

議
で
結
ぶ
点
に
お
い
て
持
趣
で
あ
る
。

そ
の
結
び
方
に
お
い
て
は
、
足
と
告
を
結

ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
内
寸
の
と
こ
ろ
で
結
び
、

そ
こ
か
ら
ウ
サ
ギ
の
耳
の
長
さ
の
と

こ
ろ
で
紐
を
切
る
と
す
る
点
に
お
い
て
共
通
点
を
有
す
る
も
の
も
あ
り
、

ま
た
前

暑
で
は
ウ
サ
ギ
の
足
の
結
び
五
に
つ
い
て
、
前
足
を
内
側
に
す
る
が
、
後
者
で
は

外
側
と
す
る
も
の
が
あ
り

異
質
点
と
な
っ
て
い
る
。

震
の
種
穎
と
鼠
育
法

震
狩
り
は
古
代
貴
族
の
間
で
も
て
は
や
さ
れ
た
。
弘
仁
九
年
(
八
一
八
〉

『
新
修
薫
経
』
と
い
う
放
驚
書
が
嵯
蛾
天
引
の
命
に
よ
り
一
編
ま
れ
、
鷹
狩
り
の
作

法
が
整
っ
て
い
く
。
中
世
の
式
家
の
間
で
も
、
ー
勺
矢
に
よ
る
狩
猟
と
同
様
に
放
驚

γ
」

+Bh

は
武
練
口
的
で
な
さ
れ
て
き
た
。
近
世
に
至
っ
て
も
放
鷹
は
式
家
の
み
な
ら
ず
、

民
間
で
も
見
ら
れ
た
。
鷹
狩
り
で
活
躍
す
る
鷹
は
、
大
鷹
、
兄
慶
、
誌
、
罷
、
さ

ら
に
角
鷹
で
あ
る
。
タ
カ
は
雌
が
雄
よ
り
も
大
型
で
あ
る
。
オ
オ
タ
カ
の
躍
を
と

お

お

た

か

し

よ

ろ

く
に
大
鷹
と
い
い
、
雄
を
兄
鷹
と
い
う
。
ま
た
大
鷲
を
ダ
イ
a

(

大
・
弟
)
、
見
鷹
を

オ

ホ

タ

芳

(
船
三
に
は
、
「
兄
鷹
は
男
也
、
山
内
鷹

女
烏
は
し
人
記
る
故
お
ほ
た
か
と

シ
ョ
ウ
(
小
)
と
も
い
う
。

7
RハL
J

人
雑
記
』

は
け
ん
鷹
の
女
虫
、
男
立
川
は
小
き
故
小
と
い
ふ
、

も
、
だ
い
た
か
と
も
云
」

と
く
に
ダ
イ
す
な
わ
ち
大
震
が
尊
ば
れ
、

え

と
あ
る
。

場
に
行
わ
れ
る
大
鷹
狩
り
に
は
大
形
の
鳥
類
の
鶴
・
鷺
・
矯
・
一
権
・
一
鴨
や
ウ
サ
ギ

を
捕
獲
し
た
。
オ
オ
タ
カ
に
よ
く
似
た
鷹
に
ハ
イ
タ
カ
が
い
る
。

』

レ

た

か

こ

の

り

を
と
く
に
鶴
と
い
い
、
雄
を
児
(
兄
)
鵠
と
い
う
。
『
上
R(
よ
雑
記
』

ノ
イ
タ
カ

は
、
「
克
驚
は
は
い
た
か
の
男
也
、
鶴
は
こ
の
り
の
女
也
、
歌
に
は
し
た
か
と
よ

ハ
イ
タ
カ
の
鑑

(
府
五
)
に

め
る
は

と
ぷ
す
。
鶴
は
鷺
や
昆
、
山
い
ん
震
は
ヒ
バ
リ
ノ
な
ど
を

は
い
た
か
の
事
虫
」

捕
獲
し
た
。
鵠
は
ハ
ヤ
ブ
サ
の
こ
と
で
、
飛
期
が
俊
敏
な
こ
と
で
知
ら
れ
、
小
鳥

を
捕
獲
し
た
。
秋
に
行
わ
れ
る
小
鷹
狩
り
に
は
、
誌
・
児
鷹
・
慣
な
ど
の
い
わ
ゆ

る
小
佐
鳴
が
小
形
の
鳥
類
を
主
に
捕
獲
し
た
。
角
震
は
ク
マ
タ
カ
の
こ
と
で
、
秋
田

の
驚
匠
は
こ
の
ク
マ
タ
カ
を
能
っ
て
ウ
サ
ギ
を
多
数
捕
護
し
た
。

『
重
修
本
草
網
目
啓
蒙
』

(
庄
町
一
)
の

の
項
に
は

鷹

凡
鷹
巣
中
ニ
ヲ
ル
雛
ヲ
長
テ
養
フ
ヲ

ス
ダ
カ
ト
云

即
北
人
多
取
レ
雛
養
レ

ー
ノ
~
ト
五
日
必
ナ
リ

45 -

V
〈
出
ヲ
弘
テ
捉
テ
長
フ
ヲ
、

ト
ヤ
マ
チ
ト
云

郎
市
人
ノ¥

九
月
以
レ
媒
取
ι
L
之
ト
ぶ
是
ナ
リ
、

げ

V

〈
嚢
ノ
雛
己
一
一
長
ジ
テ
、
食
ヲ
求
テ
飛
賂

ス
ル
ヲ
見
テ
、
樹
間
一
一
網
ヲ
張
リ
ノ
、
死
鳥
ヲ
其
芳
一
一
置
ケ
バ
雛
鷺
来
リ
、

タ記

烏
ヲ
ト
ラ
ン
ト
ス
ル
在
ヲ
羅
シ
阿
武
ル
ヲ

ア
ガ
ケ
ト
ぷ
フ
、

ト
母
歳
夏
末
ヨ
リ

漸
ク
毛
落
チ
、

冬
二
一
ム
上
リ
テ
新
毛
生
ズ
、
J

じ
い
落
ル
ヨ
リ
出
揃
マ
ヂ
ハ
、

ト
ヤ

ノ
中
ニ
人
買
テ
使
市
セ
ズ
、

一ι
戒
ヲ
一
ト
ヤ
、

言主

コ
レ
ヲ
ト
ヤ
ト
ぶ
フ
、

ヲ
一
ト
ヤ

二
一
歳
ヲ
;
一
ト
ヤ
ト
ぶ

一
ト
ヤ
ノ
タ
カ
ヲ
ワ
カ
タ
カ
ト
.
ぶ
フ
、

広
雅

一
歳
名
一
員
鷹
一
ト
ぶ
フ

4
.
7
h
z

ヤ
ノ
タ
カ
ヲ
カ
タ
ガ
ヘ
リ
ト
一
ぶ
フ
、

広
雅
一
一
一
一
成
名
ニ
撫
鷹
一
ト
ぷ
フ
、

一
一
一
ト
ヤ
以
上
ハ
オ
ホ
タ
カ
ト
ナ
ル
ナ
リ

凡
震
ヲ
使
ハ
縦
書
ヲ
2

川
氏
ト
ス
、
形
雄
ヨ
リ
大
一
一
シ
テ
牲
貧
ル
、
故
一
一
能
鳥
ヲ

長
ん
、
雌
ナ
ル
去
ヲ
和
名
二
大
ト
ぶ
フ
、
リ
λ

弟
ト
モ
主
口
ス
、
雄
高
ハ
形
雌
名

ヨ
リ
小
ク
シ
テ
食
ラ
ズ
、
故
ニ
お
ヲ
長
ラ
シ
ム
ル
ニ
良
ナ
ラ
ズ
、
雄
ナ
ル
者

ハ
和
名
兄
ト
一
今
、
又
小
ト
モ
主
ス
、
出
集
解
一
一
雌
期
体
大
、
雄
期
形
小
ト



云
是
ナ
リ
、
鷹
ハ
品
類
多
シ
、
酉
陽
雑
姐
及
ビ
鷹
罷
方
一
一
詳
ナ
リ
、
本
邦
ノ

古
書
一
一
ハ
新
修
鷹
経
ア
リ
、
其
余
後
出
ノ
書
多
シ

(
下
略
)

と
述
べ
て
い
る
。
巣
の
雛
や
幼
鳥
を
捕
え
て
育
て

一
年
日
の
震
を
若
驚
(
黄

襲

二
哀
を
カ
タ
ガ
ヘ
ワ

三
議
以
上
を
大
震
と
い
う
と
記
し
て
い

(
撫
震
)
、

る
。
『
立
路
随
筆
』
巻
之

(
日
本
随
筆
大
成
二
期
日
)
に
は
巣
鷹
の
捕
り
方
、
育

て
万
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

此
巣
鷹
を
取
時
、
震
の
子
を
取
て
、
跡
の
巣
に
刃
物
を
入
置
時
は
、
人
取
し

刃
物
を
入
れ
ざ
る
時
は
、
鷲
に
取

ら
れ
し
と
心
得
、
翌
年
に
其
所
に
巣
を
掛
ず
と
な
り
。
又
隼
の
初
て
烏
を

心
憧
に
烏
を
館
也
。
黄
鷹
鳥
屋

と
心
得
て
、

翌
年
に
其
所
に
巣
を
な
す
。

取
た
る
に
は
、
烏
の
味
ひ
を
知
ら
ず
為
に
、

を
す
れ
ば
大
葉
と
一
五
、
始
て
捉
偏
に
は
鴨
一
寸
程
館
ふ
。

そ
の
上
に
て
丸

(
鳥
の
担
塩
)
を
飼
ふ
。
是
を
く
は
せ
と
云
。
其
後
は
丸
斗
を
飼
ふ
。

又
鷹

の
鳥
を
弧
み
し
時
に
、
彼
烏
の
腹
を
少
し
破
り
て
胆
を
ぬ
き
鷹
に
飼
ふ
。
是

を
九
あ
く
る
と
い
ふ

c

持
軍
家
の
放
鷹
に
姶
て
鶴
を
と
り
し
驚
に
は
、
紫
の
大
緒
を
給
は
り
、
直
に

狩
場
よ
り
退
座
す
る
事
在
。

『
笈
挨
随
筆
』
巻
之
七
(
司
本
随
筆
大
成
二
期
ロ
〉
に
も
、
巣
鷹
や
渡
り
鷹
の
捕

り
方
、
育
て
方
に
つ
い
て
興
味
あ
る
記
事
が
あ
る
。

掠
そ
の
鷹
み
な
中
華
の
地
よ
り
護
る
も
の
に
も
あ
ら
ず
。
適
々
に
は
海
岸
に

巣
作
る
也
。
其
巣
を
作
る
や
、
海
岸
の
扉
罰
則
を
立
た
る
ご
と
き
岸
壁
の
中
間

に
掛
置
。
蛇
な
ど
の
捕
ら
ん
事
を
恐
れ
て
也
。
海
岸
辺
の
人
よ
く
/
¥
見

置
、
其
雛
の
育
つ
べ
き
頃
を
考
へ
て
取
来
る
な
り
。

し
か
ら
ざ
れ
ば
競
鷹
張

て
人
を
損
ず
。

さ
て
雛
を
取
た
る
跡
の
巣
へ
、
持
る
鼻
紙
ゃ
う
の
物
を
残
し

置
ば
、
親
鳥
も
入
の
取
た
る
を
知
り
て
騒
が
ず

ま
た
来
る
年
も
同
じ
処
に

巣
作
る
な
り
。
も
し
人
の
取
た
る
し
る
し
な
け
れ
ば
、
蛇
の
た
ぐ
ひ
に
取
ら

れ
し
と
思
ふ
に
や
。
再
び
そ
の
所
に
巣
作
ら
ず
。

又
渡
り
驚
は

そ
の
道
筋

に
絹
を
は
り
て
と
る
な
り
。

」
れ
も
其
跡
の
小
屋
を
焼
捨
る
也
。
然
ら
ざ
れ

ば
故
障
あ
り
と
一
五
伝
ふ
。

さ
て
此
雛
に
で
も
、
渡
り
来
り
し
鷹
を
網
に
て
取

し
に
で
も
、
夜
居
と
て
、
毎
夜
々
々
暁
方
迄
手
に
居
あ
り
き
て
、
更
に
眠
り

せ
ず
。
却
て
昼
は
抹
ま
せ
、
暮
れ
ば
居
へ
あ
り
き
て
、
事
の
半
月
一
ト
月
に

至
れ
ば
、
荒
震
な
れ
ど
も
草
臥
て
、
自
然
と
人
に
馴
る
斗
な
り
。
夫
よ
り
次

第
に
鳥
を
捕
る
事
を
習
練
さ
す
る
事
な
り
。

雛
や
幼
鳥
を
捕
っ
た
あ
と
、
巣
に
は
刃
物
や
鼻
紙
な
ど
を
人
が
捕
っ
た
証
拠
と

し
て
残
し
て
お
く
と
い
う
。

そ
う
し
な
い
と
、
鷲
や
蛇
に
捕
ら
れ
た
と
患
っ
て
再

び
そ
こ
に
巣
を
作
ら
な
い
。
震
の
習
性
を
熟
知
し
て
雛
や
幼
鳥
、
成
鳥
を
捕
り
、

ま
た
育
て
た
。
餌
や
訓
練
法
も
様
々
あ
る
。

さ
ら
に
鷹
が
捕
鳥
し
た
時
に
は
、

の
鳥
の
睦
を
与
え
た
。
『
貞
丈
雑
記
』

(
宅
)
に
は
、

一
震
の
鳥
の
か
い
く
ち
と
云
は
、
鳥
を
襲
の
敢
た
る
持
、

そ
の
鳥
の
む
ね
を

小
刀
に
て
さ
き
て
、
き
も
を
取
出
し
て
、
鷹
の
餌
に
飼
ふ
也
、
其
小
刀
に
て

さ
き
た
る
口
を
か
ひ
く
ち
と
云
、
人
に
遣
す
に
も
か
ひ
く
ち
を

人
の
方
へ

む
け
て
出
す
主

か
ひ
く
ち
賞
翫
也

か
ひ
く
ち
と
は
鳥
の
一
は
ろ
毛
を
敢

て
、
そ
れ
に
て
縫
て
董
な
り
、

と
あ
り

カ
イ
ク
チ
す
な
わ
ち
飼
口
は
、
餌
の
キ
そ
の
取
り
出
し
口
を
意
味
し

た
。
ウ
サ
ギ
を
鷹
の
餌
と
す
る
時
に
も
、

一
定
の
部
分
を
切
っ
た
。
『
台
今
要
覧

稿
』
の
巻
第
四
八
九
五
軒
間
七
)
の

小
倉
問
答
一
五
、
菟
の
取
飼
ゃ
う
の
事
如
何
、
左
の
一
局
技
の
つ
き
候
上
を
小
万

「
餌
か
ひ
様
」

の
項
に
は

そ
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て
J、、 ー今

tこケ

毛 JJ
をな
取り
飼ブ tこ
、ま

は
し
て

そ
れ
を
と
り
か
ふ
也
、
但
訂
を
ば
万
討
あ

』ーグー

l. 

へ
に
毛
と
は
百
の
耳
か
た
の
内

み
?
わ
き
を
取
か

ふ
な
り
、
足
へ
に
肉
と

J

五
所
な
り

と
あ
る
。
左
一
屑
の
足
の
付
け
根
の
と
部
を
小
刀
で
二
か
月
状
に
切
り
取
っ
て
与
え

た
り
、
耳
脇
の

を
与
え
た
。
鷹
が
ウ
サ
ギ
を
嬬
え
た
時
、
あ
る
い
辻

「
へ
に
ち
」

家
で
餌
を
や
る
時
い
ず
れ
も
こ
の
よ
う
な
↑
刀
法
で
♀
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

ウ
サ
ギ
鳥
付
柴
の
作
法

し

ば

と

り

つ

汁

L
ば

鷹
が
捕
え
た
鳥
や
ウ
サ
ギ
は
、
烏
柴
、
鳥
付
柴
な
ど
と
称
す
る
木
に
付
け
た
。

(
併
一
編
十
六
)
の

自

支
永
六
年
(
一
七
七
七
)
よ
り
金
一
円
か
れ
た
『
委
訓
菜
』

「
と
し
ば
」

の
項
に
は

烏
柴
と
書
り
、
鷺
の
取
た
る
鳥
を
つ
く
る
木
也
、
故
実
多
し
と
い
へ
り
、
其

本
は
長
五
尺
に
き
り
て
、
本
は
柴
に
つ
け
し
が
、
後
春
私
冬
に
て
か
は
る
、

大
か
た
は
梅
桜
松
掘
橋
氏
薄
な
ど
を
用
ゐ
た
り

と
一
記
し
て
い
る
。

ト
シ
バ
と
か
ト
リ
ツ
ケ
シ
パ
と
称
す
る
木
に
本
来
は
付
け
て
い

'-、、一、

宇
れ
，
刀

の
ち
季
節
の
木
に
変
化
し
た
。

ト
シ
パ
は
香
気
の
あ
る
木
で

ク
ロ
モ
ジ

ト
シ
パ
に
付
け
て
震
が
捕
え
た
獲
物
を
人
に
贈
っ
た
。
ウ
サ
ギ

も
鳥
同
様
こ
の
対
象
と
な
っ
た
。
『
占
今
要
覧
稿
』
の
巻
四
八
四
五
一
宮
山
一
)
の
「
兎

の
一
種
で
あ
る
。

品
開
柴
」

の
項
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

烏
柴
に
兎
を
も
陀
る
な
り
時
総
弁
陪
ゃ
う
牝
牡
の
習
ひ
あ
り
言
、
鷹
経
弁
疑

論
一
ぶ
、
或
間
兎
ヲ
木
一
一
鮒
ル
ヤ
窓
口
一
五
、

尻
足
ヲ
一
ツ
ニ
ト
リ
藤
島
ヲ
以
テ
」

4

巻
結
テ
、
其
ト
木
ヲ
頚
一
一
カ
ケ
頂
へ
引
通
シ
、
頭
ヲ

A

ノ
足
ノ
中
ヨ
リ
毘
ノ
穴

p

あ
こ

J

に
領
ヲ
置
也
、
烏
ノ
如
ク
結
テ
附
ル
ナ
リ
、
妻
兎
ハ
前
ノ
足
ヲ
一
鋲
ノ
知
ク

兎鳥柴に付図(冨立国会図書館議 f写本占今要覧詰J)

磨
翠
訴
え
す
一
守
強
引
グ
ヂ
君
島
長
吉

}訂

密 2

〈雌〕
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後
足
ノ
間
ヨ
リ
引
出
テ
着
ヨ
、
前
ノ
足
二
ツ
ニ
テ
尻
ノ
穴
カ
ク
セ
、

背
ヲ
木

ノ
方
へ
向
フ
、
後
一
一
カ
ケ
タ
ル
藤
ノ
二
ツ
ノ
結
言
ノ
束
ハ
、
兎
ノ
足
ノ
長
サ

こ
す
バ
カ
リ
ア
マ
シ
テ
切
ナ
リ
一
五
々

後
足
を
藤
葛
で
巻
き
、

」
の
両
足
の
中
へ
雄
兎
は
頭
を
通
し
、
鎮
で
尻
穴
を
露

す
。
離
兎
は
前
足
を
通
し
て
同
様
に
尻
穴
を
蕗
す
。

ま
た
背
を
鳥
附
柴
の
方
に
向

け
て
付
け
た

(図
2
)
。
ウ
サ
ギ
は
尻
の
穴
が
九
つ
も
あ
る
と
い
う
俗
説
が
あ
り
、

ウ
サ
ギ
を
人
に
贈
る
と
き
に
は

」
と
さ
ら
額
や
前
足
で
尻
を
隠
す
と
い
う
作
法

が
整
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

と
に
か
く
こ
の
作
法
に
は
驚
か
さ
れ
る
。

『
十
日
今
要
覧
積
』
右
同
巻
に
よ
る
と
、
鳥
附
柴
は
延
喜

a

一
十
年
(
九
二

O
)
十

月
十
八
日
清
涼
殿
前
に
お
い
て
奏
舞
の
時
、
小
鳥
を
菊
の
枝
に
付
て
参
ら
せ
た
吉

い
事
例
が
あ
る
。

ま
た
烏
陪
柴
を
付
け
る
時
期
の
類
型
と
し
て
、
山
御
狩
の
と

き
、
包
鷹
野
よ
り
烏
を
人
の
も
と
へ
贈
る
と
き
、
強
供
指
に
備
え
る
と
き
、
副
大

臣
大
饗
の
と
き
、
拐
一
疋
撮
移
徒
の
と
き
、

mm初
雪
の
朝
、
雑
子
を
入
の
も
と
へ
贈

る
と
き
、
的
産
所
へ
遣
わ
す
と
き
、
側
小
弓
の
賭
に
出
す
と
き
、
倒
神
社
へ
奉
る

ル
)
美
c
、

な
ど
の
別
が
あ
る
と
い
う
。
鳥
附
柴
以
外
に
、

四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
草
木
を

付
け
る
備
が
あ
る
。
春
は
梅
、
紅
権
、
作
り
枝
、
椀
、
花
、
桜
、
権
、
桃
の
枝
、

一
塁
は
青
葉
、
遅
桜
、
常
夏
木
、
秋
は
紅
葉
、
絶
、
薄
、
柴
、
冬
は
松
、
構
、
柳
で

あ
り

」
れ
ら
の
草
本
の
な
い
と
き
は

い
つ
も
鳥
附
柴
を
用
い
、
烏
附
柴
は

「
四
季
通
用
」

で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
柴
の
長
さ
は
、

七
尺
五
寸
、

七
尺
、
六

尺

三
尺
六
EJE--

同
書
は
鳥
を
烏

五
尺
五
寸
、

-
-
尺
五
寸
な
ど
と
諸
家
説
あ
り

附
柴
に
付
け
る
諸
書
を
絹
介
し
て
い
る
。
そ
の
内
、
『
臨
時
経
弁
疑
論
』
の
一
記
事
を
次

の
と
お
り
記
し
て
い
る
。

鷹
経
弁
疑
論
一
五
、
鳥
ヲ
木
枝
一
一
時
ル
事
、
或
間
烏
ヲ
木
ノ
枝
一
一
著
ル
ト
よ
ハ

法
度
ア
ワ
ヤ
、
答
一
五
経
一
一
ハ
ミ
エ
ズ
、
然
レ
ド
モ
上
古
ヨ
リ
定
レ
ル
ヤ
ウ
ア

リ
左
ニ
記
ス
、
春
ハ
梅
桜
椀
秋
冬
ハ
烏
柴
冬
至
ヨ
リ
後
ハ
梅
ヲ
用
タ
リ

ノ
長
サ
五
尺
五
寸
一
一
切
テ
枝
ヲ
三
ツ
残
シ
、
同
ジ
葉
ヲ
モ
三
ツ
ヲ
キ
テ
ヨ
キ

ヤ
ウ
ニ
ス
、

カ
シ
テ
木
ヲ
一
刀
ニ
ソ
ギ
テ
少
角
ヲ
ト
ル
在
、
木
ノ
枝
ノ
下
五

寸
藤
カ
ツ
ラ
ヲ
以
テ
結
付
ル
也
、
第
一
ノ
枝
ヲ
踏
ヤ
ウ
ニ
真
木
一
一
著
、
ヘ
シ
、

烏
ノ
両
方
ノ
火
打
羽
三
ツ
メ
ヲ
残
シ
著
テ
、
以
頚
ト
モ
ニ
…
掛
テ
シ
ル
シ
付
一
一

結
付
ル
ナ
リ
、
木
ニ
付
ル
一
所
ハ
二
巻
シ
テ
片
輪
ヲ
残
ス
ベ
シ
、
輪
ハ
烏
ノ
右

ヲ
向
へ
ヨ
、

又
云
一
ツ
著
ル
ハ
犬
飼
ノ
著
ト
一
五
、

又
木
ハ
措
柏
又
ハ
樫
ナ
リ
、
長
二
一
尺
五
寸
中
ノ
枝
一
一
山
緒
ノ

ノ
方
一
一
ノ
コ
ス
ベ
シ
、

知
右
其
本
ニ
拘

結

E
ヲ
水
引
ヲ
以
テ
人
ノ
髪
結
ガ
如
ク
ニ
結
ナ
リ
、
片
輪
ニ
ス
ル
也
、
雌
一
一

ハ
本
主
ヲ
皆
赤
ク
シ
雄
ハ
半
分
赤
ク
半
分
自
シ
、

又
一
五
皇
子
御
誕
生
ニ
ハ
巌

上
人
松
一
一
著
テ
献
ル
虫
、
何
レ
モ
第
一
第
二
ノ
枝
ヲ
踏
ヤ
ウ
ニ
著
ル
也

『
驚
軽
弁
疑
論
』
に
は
、
木
の
長
さ
に
つ
い
て
五
尺
五
寸

三
尺
五
寸
の
二
型

を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
木
に
は
三
つ
の
枝
を
残
し
、

ま
た
各
校
に
は
三
葉
を
付
け

て
お
く
。

ま
ず
五
尺
五
ナ
の
木
に
は
図

3
の
よ
う
に
し
て
.
一
羽
の
鳥
を
つ
け
る
。

技
の
ド
五
す
の
と
こ
ろ
の
真
木
に
藤
葛
で
鳥
を
結
び
つ
け
、
第
一
枝
つ
ま
り
一
番

下
の
枝
に
今
に
も
鳥
が
踏
み
お
り
る
よ
う
な
姿
に
足
を
向
け
た
。
藤
葛
の
結
び
方

ひ

う

ち

ば

は
烏
の
.
向
翼
の
最
下
部
の
羽
(
火
打
羽
〉
二
一
ツ
呂
を
残
し
、
そ
れ
よ
り
上
部
の
羽

を
頚
と
共
に
真
木
に
結
び
つ
け
る
。
烏
が
羽
を
広
げ
て
枝
に
飛
び
お
り
る
姿
に
な

る
わ
け
だ
。

二
巻
に
し
た
結
び
自
に
は
一
つ
の
輪
を
残
し

そ
の
輪
法
鳥
の
五
方

に
な
る
よ
う
に
す
る
。
枝
の
下
五
寸
の
と
こ
ろ
の
真
木
に
結
び
付
け
る
と
あ
る

iJ~ 

こ
れ
は
第

a

-

枝
の
下
五
L
V
の
と
こ
ろ
、
第
一
二
技
の
.
ト
五
す
の
と
こ
ろ
の
真
木

が
そ
の
場
所
に
な
る
。
皇
子
誕
悲
し
の
擦
に
松
枝
に
付
け
て
贈
る
場
合
に
は
第
一
枝 木
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金
返
持
H
K
浄
苛
訟
本
島
疫
抑
ι九
回
記

ト
本
ハ
崎
・

4

・7
上--肴
L

地保持
7
-
t
同
『
丈
島
普
ハ
↑
42-を

二
同
円
、
レ
斗
・
一
九
わ
ゆ
パ
い
い
μ'
づ

u

…
L

U
り

げ

)

品
村
ぬ
た
島
市
川
守
、
久
ロ
官

図 3

同
州
今

n
詫

7
上
J

右
ル

人
絹
祐
二
エ
」

J

者
ス
ヤ
守
す

1

と
、
第
二
枝
が
踏
ま
せ
る
技
と
な
る
。

凶

3
の
付
一
記
に
は

「
春
ハ
錐
ヲ
上
ニ
着

ル
、
梅
桜
樹
ヲ
モ
剤
、

又
鳥
柴
ハ
四
季
一
一
用
へ
シ
」

と
あ
り
、
春
は
雌
を
上
方
、

雄
を
下
方
に
付
け
た

c

四
季
い
つ
で
も
使
用
す
る
鳥
柴
に
つ
い
て
は

「
普
通
ノ
柏

木
ヨ
リ
葉
セ
マ
ク
円
ク
シ
テ
オ
モ
テ
ウ
ラ
ニ
壬
生
タ
リ
」
と
為
る
。

ま
た

「
牧
冬

〈春)

ハ
雄
ヲ
上
着
ル
、

又
槍
柏
一
一
モ
着
ヘ
キ
ナ
リ
一
と
あ
り
、
秋
冬
に
は
維
が
上
部
に

付
け
ら
れ
た
。

い
ず
れ
も
背
を
木
の
々
に
向
け
て
付
け
て
い
る
。

一
羽
付
け
る
場

ム
口
を

「
犬
飼
ノ
著
」
と
称
し
、
右
の
ト
刀
法
を
基
本
と
す
る
が

」
の
場
合
は
胸
を

木
に
向
け
て
付
け
た
。
木
は
橋
、
柏
、
権
と
あ
り

こ
の
方
法
は
粗
雑
な
い
し
簡

略
な
作
法
で
あ
る
。
犬
飼
と
は
鷹
狩
り
の
棄
を
飼
育
す
る
襲
飼
に
付
麗
し
、
驚
狩

り
の
際
に
つ
れ
て
行
く
犬
を
飼
育
す
る
人
の
こ
と
で
あ
り
、

一
犬
飼
ノ
著

t工
明

ら
か
に
霞
略
的
付
け
し
β

を
示
す
一
ゴ
口
葉
で
あ
る
。
こ
の
場
合
一
:
尺
五
寸
の
本
の
枝
に

- 49-

烏
を
結
び
つ
け
た
山
轄
の
そ
の
結
目
に
赤
(
雌
)
や
亦
白
半
々
(
雄
)
の
水
引
き
を

か
け
て
結
ん
だ
。

前
述
の
よ
う
に

「
兎
烏
附
柴

に
関
し
て
、
「
鷹
経
弁
疑
論
』

tま

「
烏
ノ
如

ク
結
テ
附
ル
ナ
リ
」
と
一
記
し
て
お
り
、

ま
た
図
2
、

図

3
を
比
較
し
て
み
て
も
ウ

サ
ギ
と
鳥
の
鳥
時
柴
に
結
ぶ
方
法
は
よ
く
訟
で
い
る
。

ウ
サ
ギ
は
雌
雄
、
烏
は
春

(秋・冬)

と
秋
冬
に
よ
る
付
け
方
の
栢
異
は
あ
る
も
の
の

と
も
に
山
の
幸
を
嶺
に
付
け

て
、
相
子
に
贈
っ
た
わ
け
だ
。

で
は
、
何
故
鳥
附
柴
に
烏
や
ウ
サ
ギ
を
付
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

」
れ
に
つ
い
て

は
す
で
に
榔
自
国
男
の
身
察
が
あ
る

c

す
な
わ
ち
樟
科
の
香
り
の
よ
い
ク
ロ
モ
ジ

の
木
を
嘉
木
、
鳥
柴
、
ι

烏
子
柴
な
ど
と
啓
す
る
地
ト
刀
が
あ
る
。

」
の
木
は
猟
師
が

熊
な
ど
を
描
っ
た
あ
と
、
内
臓
の
一
部
を
こ
れ
に
挟
ん
で
山
の
神
祭
り
を
す
る
と

き
に
用
い
る
例
が
多
く
、

ま
た
狩
り
の
獲
物
の
鳥
類
を
貴
人
に
進
上
す
る
と
き
に



必
ず
こ
の
本
に
結
び
つ
け
た
こ
と
は
多
く
の
故
実
書
に
記
し
て
あ
り
、

こ
の
一
一
つ

の
作
法
は
通
じ
島
う
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
山
の
神
や
貴
人
に
獲
物
を
進
上
す

る
と
き
に
用
い
ら
れ
た
神
樹
が
ク
ロ
モ
ジ
の
木
で
あ
り
、
鳥
類
を
供
進
す
る
と
き

に
用
い
ら
れ
た
か
ら
烏
柴
な
ど
と
い
う
鳥
に
ち
な
む
木
の
名
が
起
っ
た
と
説
く
。

貴
人
に
進
上
す
る
風
習
以
前
に
、
神
に
狩
り
の
獲
物
を
奉
る
風
習
が
あ
り
、

こ
の

際
に
烏
柴
を
用
い
た
。
こ
れ
こ
そ
も
っ
と
も
古
い
形
態
で
あ
る
と
推
定
し
て
い

る
c

ま
た
鳥
柴
に
長
類
な
ど
を
直
接
つ
け
て
神
に
供
え
る
方
法
は
棚
、
机
、
膳
が

発
生
す
る
前
の
古
い
供
進
方
法
で
あ
り
、
鳥
柴
は
神
の
依
座
の
木
で
あ
り
、
祭
の

本
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
原
始
的
な
鳥
柴
の
意
義
が
変
化
し
て
、
貴
人
に
獲
物

を
進
上
す
る
擦
に
も
烏
柴
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。

以
上
の
都
留
の
推
論
は
当
を
得
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
鳥
紫
、
鳥
酎
柴
と
い
う

木
が
こ
と
さ
ら
山
の
神
祭
り
に
採
用
さ
れ
た
の
は
香
り
が
よ
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

神
の
依
座
と
し
て
の
鳥
柴
の
段
階
か
ら
、
貴
人
に
贈
る
際
の
鳥
柴
の
段
階
に
な
る

と
、
そ
れ
は
山
の
神
か
ら
の
賜
物
、
山
の
神
か
ら
の
分
け
前
と
い
う
理
念
が
出
て

き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
鳥
柴
は
四
季
通
用
と
い
う
よ
う
に
重
宝
に
さ
れ
た

が
、
季
節
の
草
木
、

た
と
え
ば
春
な
ら
ば
梅
や
桜
、
秋
は
紅
葉
や
抱
な
ど
と
い
う

美
し
い
木
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
鳥
柴
の
原
義
が
忘
れ
ら
れ
、
美
的
鑑

賞
用
の
鳥
柴
の
理
念
に
変
化
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

ウ
サ
ギ
も
鳥
柴
に

付
け
て
贈
答
し
た
が
、
原
義
的
に
は
や
は
り
ウ
サ
ギ
狩
り
の
あ
と
営
な
む
山
の
神

祭
り
に

こ
の
木
に
ウ
サ
ギ
の
関
を
刺
し
て
神
に
供
え
る
風
害
も
当
然
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

一
方
ま
た
小
形
獣
の
ウ
サ
ギ
は
贈
答
用
に
も
重
宝
に
さ
れ

ま
た

姿
も
美
し
い
こ
と
か
ら
鳥
類
同
様
の
高
間
柴
の
作
法
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

註
(2) (1) 

『
明
良
洪
範
』
『
古
事
類
苑
』
産
業
部
八
一
所
収

『
猪
狩
古
秘
伝
』
宮
本
営
一
ほ
か
編
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
十
巻
一
所
収

昭
和
田
五
年
五
月
二
二
書
一
男

し
ら
が
(
筆
名
)
「
蕪
本
の
兎
狩
」
『
思
俗
画
報
』
第
四
五
八
号
大
正
三
年
六
月

東
揚
堂

『
狩
之
作
法
関
童
三
宮
本
ほ
か
一
裾
『
日
本
痕
民
生
活
史
料
集
成
』
第
十
巻
所
収

『
狩
之
作
法
聞
書
』
に
よ
る
と
、
友
山
引
の
方
位
は
、
友
引
引
の
日
の
十
二
支
に
よ
っ
て

決
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
友
引
の
日
が
子
の
日
で
あ
れ
ば
、
子
よ
り
四
つ

E
の

卯
の
方
(
東
方
)
が
友
引
の
方
位
で
あ
る
。
以
下
友
引
の
日
が
丑
の
日
で
あ
れ
ば
丑

よ
り
四
つ
自
の
畏
の
方
、
寅
男
の
日
は
六
つ
言
の
未
申
の
方
、
長
己
の
日
は
八
つ
昌

の
亥
子
の
方
、
午
未
の
日
は
四
つ

E
の
吾
氏
の
方
、
申
酉
の
日
は
八
つ
目
の
界
辰
の

方
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
狩
り
の
日
柄
(
時
間
)
に
よ
っ
、
最
初
の
獲
物
の
頭
位

(
空
間
)
を
決
定
し
た
。

『
吉
今
要
覧
稿
』
第
六
巻
明
治
三
九
年
屋
書
刊
行
会
(
覆
刻
抜
昭
和
五
七
年

三
月
諒
書
一
房
)

柳
田
国
男
『
神
樹
篇
』
の
「
信
州
の
祭
の
木
」
、
「
祭
の
木
」
、
「
鳥
柴
考
要
領
」
の

項
。
昭
和
二
八
年
三
月
実
業
之
E
本
社
。
定
本
第
十
一
巻
昭
和
三
一
八
年
五
月

筑
摩
書
男

- 50-

(3) (5) (4) (6) (7) 
八
付
記
〉

小
議
中
掲
載
し
た
「
兎
山
緒
揺
図
」
、
「
兎
鳥
柴
に
付
図
」
、
「
鳥
附
柴
の
函
」
は
画
立
匡

会
図
書
館
蔵
『
写
本
古
今
要
覧
稿
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
学
図
書
館
を
通
じ
て
国
立

国
会
図
書
舘
に
複
写
申
請
を
し
許
可
を
項
い
た
。
関
係
各
位
の
ご
高
配
に
深
謝
申
し
上
げ

た
し


